
地
本
春
闘
学
習
会
が
２
月
28
日
に
拡

大
地
方
委
員
会
の
前
段
で
10
時
30
分
よ

り
地
本
事
務
所
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
は
、
新
潟
合
同
法
律
事
務
所
の

金
子
修
弁
護
士
を
要
請
し
、
労
働
法
制

に
つ
い
て
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

日
本
を
破
壊
す
る

「
労
働
法
制
の
全
面
改
悪
」

講
師
・
金
子
弁
護
士

安
倍
政
権
は
労
働
法
制
を
つ
ぶ
し
、
改

悪
す
る
動
き
だ
。
労
働
時
間
の
規
制
～

始
業
、
終
業
時
間
、
休
日
な
ど
、
わ
か

ら
な
く
な
る
。
そ
れ
を
導
入
す
る
動
き
。

働
く
環
境
を
破
壊
す
る
。

①
経
営
者
の
本
音

経
営
者
の
本
音
は
、
変
動
費
と
し
て

固
定
費
を
減
ら
す
。
人
件
費
は
変
動
費

に
し
た
い
。
固
定
費
～
人
件
費
・
家
賃

売
上
げ
が
無
い
場
合
は
固
定
費
も
変
動

費
に
し
た
い
。
安
倍
首
相
の
決
意
～

「
世
界
で
一
番
企
業
が
活
動
し
や
す
い

国
を
め
ざ
す
」
「
既
得
権
の
岩
盤
を
打

ち
破
る
ド
リ
ル
の
歯
に
な
る
」
「
そ
こ

で
い
か
な
る
既
得
権
益
と
い
え
ど
も
私

の
ド
リ
ル
か
ら
無
償
で
い
ら
れ
な
い
」
。

②
密
室
で
一
方
的
に

方
針
を
つ
く
る

密
室
で
一
方
的
に
方
針
を
つ
く
る
。

非
公
開
に
す
る
。
国
会
で
一
気
に
法
律

化
す
る
。
法
律
に
よ
っ
て
使
用
者
側
は

実
行
に
移
す
。
国
際
的
大
企
業
に
対
し

て
や
る
。

「
経
済
財
政
諮
問
会
議
」

「
規
制
改
革
会
議
」

「
産
業
競
争
力
会
議
」

「
国
家
戦
略
特
区
諮
問
会
議
」

こ
れ
ら
の
密
室
で
基
本
方
針
を
作
り

「
専
門
家
が
練
り
上
げ
た
方
針
」
と
い

う
衣
を
か
ぶ
せ
て
与
党
多
数
の
国
会
で

一
気
に
法
律
に
し
て
実
行
す
る
。

③
派
遣
労
働
の

全
面
自
由
化

常
用
労
働
の
補
完
だ
。
派
遣
法
、
現

行
は
、
専
門
26
種
は
派
遣
受
入
れ
無
期

限
、
そ
の
他
の
業
種
は
最
長
３
年
。
法

案
は
業
務
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
期
雇
用

契
約
の
場
合
～
60
才
以
上
は
無
期
限
、

有
期
雇
用
契
約
の
場
合
は
最
長
３
年
だ

が
「
組
織
単
位
」
を
別
に
す
れ
ば
同
一

労
働
者
を
事
実
上
無
期
限
に
派
遣
雇
用

で
き
る
（
過
半
数
労
組
か
ら
意
見
が
必

要
）
。
派
遣
労
働
者
は
「
常
用
労
働
者

の
補
完
」
で
は
な
く
「
基
幹
労
働
者
」

に
な
る
。

派
遣
が
無
期
限

派
遣
労
働
者
が
増
え
る

法
案
は
、
業
務
に
か
か
わ
ら
ず
、
全

部
、
線
を
と
っ
ぱ
ら
っ
て
２
つ
に
分
け

る
。
①
派
遣
労
働
者
②
派
遣
元

派
遣

契
約
は
無
期
限
派
遣
さ
れ
る
。
60
才
以

上
は
無
期
限
。
業
種
を
と
っ
ぱ
ら
っ
て

派
遣
。
有
期
雇
用
は
３
年
契
約
・
最
長

３
年
と
な
る
。
会
社
の
過
半
数
労
組
と

協
議
す
る
が
派
遣
で
き
る
。
（
組
織
単

位
・
個
人
単
位
）
。

派
遣
が
無
期
限
に
な
る
と
派
遣
労
働

者
が
増
え
て
い
く
。

置
き
換
え
ら
れ
、
常
用
労
働
者
が
無

く
な
る
。
基
幹
部
門
か
ら
無
く
な
る
。

④
有
期
雇
用
の

無
期
転
換
ル
ー
ル

の
骨
抜
き

５
年
以
上
で
常
用
労
働
者
へ
の
道
・

現
状
で
は
実
行
さ
れ
て
い
な
い
。

法
案
は
、
５
年
か
ら
10
年
を
超
え
る

必
要
＝
「
高
収
入
か
つ
専
門
知
識
、
技

術
・
経
験
を
有
す
る
者
」

⑤
労
働
時
間
の
規
制
緩
和

現
行
は
、
労
働
時
間
が
決
め
ら
れ
て

い
て
超
勤
が
発
生
し
た
場
合
は
手
当
が

支
給
さ
れ
る
。

法
案
～
年
収
１
０
０
０
万
円
以
上
の

労
働
者
は
規
制
か
ら
外
す
。

経
団
連
は
、
２
０
０
５
年
に
４
０
０

万
円
程
度
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
（
当

時
の
正
規
労
働
者
の
20
％
）
成
果
賃
金

で
決
め
る
。
残
業
代
、
休
日
も
や
ら
な

い
。
現
状
は
１
０
０
０
万
円
と
言
っ
て

い
る
が
大
き
な
狙
い
が
あ
る
（
経
団
連
）
。

●
解
雇
の
金
銭
解
決
～
法
案
＝
金
で
解

雇
を
可
能
に
さ
せ
る
。
自
由
に
な
る
。

●
岩
盤
規
制
～
分
野
を
切
り
崩
す
突
破

口
が
目
的
。
農
業
特
区
～
農
業
労
働
者

を
保
護
す
る
も
の
を
全
部
と
っ
ぱ
ら
っ

て
い
る
。
労
働
分
野
～
労
働
基
準
法
・

労
働
組
合
法
な
ど
適
応
さ
せ
な
い
よ
う

に
す
る
（
治
外
法
権
）
。

●
限
定
し
た
労
働
者
を
採
用
す
る
～
限

定
し
た
雇
用
条
件
で
契
約
。
契
約
内
容

の
業
務
が
無
く
な
る
と
労
働
者
は
解
雇

さ
れ
る
。
条
件
が
崩
れ
る
と
雇
用
契
約

が
終
了
す
る
。

●
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
～
大
部
分
を
民
間
に

開
放
す
る
。
パ
ソ
ナ
＝
人
材
派
遣
会
社
・

派
遣
が
主
流
だ
と
言
っ
て
い
る
（
竹
中
）
。

民
間
が
派
遣
を
紹
介
す
る
。
戦
前
の
よ

う
な
劣
悪
な
労
働
条
件
に
な
る
。
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